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「仮名化情報」新設（個人情報保護法2020年改正）と医療AI推進に向けた特別法制定の提言

日本の個人情報保護法制は約2000個にも及ぶ法律と条例群によって構成されている。→これがDB連携とデータ収集を妨げる原因の一つをなしている！
(1)「個人情報の保護に関する法律」、(2)「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、(3)「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」、
(4)1,912普通地方公共団体「個人情報保護条例」（①都道府県の47条例、②786市・757町・184村の1,727条例、③特別区の23条例）
(5)115の広域連合、一部事務組合など特別地方公共団体の「個人情報保護条例」 （平成22年4月現在）

●2000個問題の内容
（１）権限2000個問題（所管官庁の数）
（２）ルール2000個問題（定義と義務、例外のばらつき）
（３）その他の問題
① 越境データ問題（GDPRの十分性の維持、日米欧DFFT）
② 関連2000個問題（情報公開条例、公文書管理との関係）
③ 官民データとの関係（官民データ＝処理情報とすべき）

●2000個問題の弊害と解消の必要性
（１）2、3年ごとの法改正→条例改正圧力（自治体疲弊）
（２）広域災害と防災、減災、復興への影響
（３）医療、介護、創薬、健康への影響
（４）情報セキュリティ対策及びテロ対策への影響
（５） Maas及び自動走行車への影響
（６）ビッグデータ及びオープンデータ政策への影響
（７）学術研究目的の適用除外の整備と公私連携への影響

３．個人情報保護法制２０００個問題の解消（医療ビッグデータ政策等の推進）に向けた提言

２．「医療仮名化情報」導入（医療クオリティデータ政策、医療AI）に向けた特別法制定の提言

１．「仮名化情報」とは何か〜記名式Suica履歴データ提供問題を振り返る

→医療影像情報の大量収集と分析を可能にする法制は医療AIの研究と社会実装に多大な貢献をもたらす！
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